
包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象
公有財産等に係る財務事務の執行及び管理の
状況について

結果欄の記載方法

監査実施年度 平成24年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 平成30年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 平成30年4月20日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第5　小学校・中学校

指摘及び意見 措置状況（平成２９年度末） 結果欄 部 課 内線等 本編頁

(2)更新投資計画について（指摘）
　適切な施設更新のため、更新計画を立て
るべきである。

更新計画の策定の参考となる、施設の老朽調査
について、来年度に小中学校屋内運動場と武道
場、幼稚園、特別支援学校及び市立商業高校の
老朽度調査及び修繕計画の作成を行う。
更新計画については、平成３２年度末までに老
朽調査を基に関係部局との連携を図りながら個
別施設計画の策定を進めていく。

○ 教育委員会 教育施設課 6313 105

第6　教育研究所

指摘及び意見 措置状況（平成２９年度末） 結果欄 部 課 内線等 本編頁

(2)利用状況の向上について（意見）
　他の施設との併設とする等の対応により、
資産の有効利用を最大限に図ることが望まし
い。

施設利用の申請があった場合には、研修室の空
き状況や駐車場の利用状況を踏まえ、最大限有
効利用できるよう調整し、受け入れをしている。施
設が利用できる範囲の中で、他施設からの併設
利用について対応をしている。

○ 教育委員会
学校指導課
教育研究所

241-2114 109

第7  公民館

指摘及び意見 措置状況（平成２９年度末） 結果欄 部 課 内線等 本編頁

(2)①受益者負担のあり方について（意見）
　使用料減免制度のあり方について検討す
ることが望ましい。

公民館の今後のあり方については、社会教育施
設としての意義や本市の特性等をかんがみ、当
面現行制度を維持しつつ、地域コミュニティ拠点
として地域との更なる連携強化を図っていくとの
方針を、関係部局と協議の上で決定した。
将来、現行の公民館制度の見直し等の必要が生
じれば、料金体系を含めた管理体制のあり方をあ
らためて検討する。

○ 教育委員会 社会教育課 6352 118

(3)①更新計画について（指摘）
　適切な施設更新のため、更新計画を立て
るべきである。

公民館改築に伴う財政負担の急激な増嵩を抑制
するため、平成28年1月に公民館改築年次平準
化ガイドラインを策定した。
今後は、当該ガイドラインを踏まえつつ、学校改
築と連携した施設統合など、合理的かつ計画的
に施設更新を図っていく。

○ 教育委員会 社会教育課 6352 121

平成29年度末時点の措置状況　（既に措置済みのものも含む）

措置済 検討中 未実施決定済 合計

41 5 2 48
※1つの指摘・意見に対して複数の部局が回答している場合、按分して計算



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象
公有財産等に係る財務事務の執行及び管理の
状況について

結果欄の記載方法

監査実施年度 平成24年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 平成30年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 平成30年4月20日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第8　児童館

指摘及び意見 措置状況（平成２９年度末） 結果欄 部 課 内線等 本編頁

(1)②他の公共施設の利用について（意見）
　更新にあたっては、既存の他の公共施設を利用で
きないか検討することが望ましい。

既存の公共施設の活用や他の公共施設との合築等を関
係部署と協議しながら引き続き検討していく。

△ 子ども未来部 子ども支援課 2201 130

(2)更新計画について（指摘）
　適切な施設更新のため、更新計画を立てるべきで
ある。

建替えを含む建物自体の中長期の維持更新計画を関係
部署と引き続き協議していく。

△ 子ども未来部 子ども支援課 2201 132

第9　コミュニティセンター

指摘及び意見 措置状況（平成２９年度末） 結果欄 部 課 内線等 本編頁

(1)更新計画について（指摘）
　適切な施設更新のため、更新計画を立て
るべきである。

「公共施設等総合管理計画」が策定され、コミュ
ニティセンターも「更新等管理計画」を当課で作
ることになる。また、「第3次生涯学習基本計画」
に「更新等計画策定」を具体的施策として盛り込
んでおり、計画に基づき進めていく。（男女共生･
生きがい推進課）

○ 市民参画部
男女共生･生
きがい推進課

2791 138

第10　岐阜薬科大学・岐阜市立女子短期大学

指摘及び意見 措置状況（平成２９年度末） 結果欄 部 課 内線等 本編頁

(5)各大学に係る市の負担について（意見）
　各大学の実質的なコストを把握するととも
に、市民の判断を仰ぐため情報開示すること
が望ましい。

現在は岐阜市の一般会計のため、独自の会計処
理をしていない。将来的に法人化された場合に
は、財務諸表を作成し情報開示を行う。

△
企画部

薬科大学
女子短大

総合政策課
庶務会計課
総務管理課

230-8100
内3504

149

第11　岐阜市民病院

指摘及び意見 措置状況（平成２９年度末） 結果欄 部 課 内線等 本編頁

(2)｢岐阜市病院事業の設置等に関する条
例｣について（指摘）
　同条例の附則第3項に公営企業法の一部
規定を適用していない旨が定められている
が、実際には同規定を適用しているため、同
条例を更新する必要がある。

過去には、地方公営企業法の附則にも、同様の
内容が経過措置として定めてあったことから、そ
の当時の規定がそのまま残ったものと考えられ、
規定を削除する予定である。

△ 市民病院 病院政策課
251-1101
内4303

157



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象
公有財産等に係る財務事務の執行及び管理の
状況について

結果欄の記載方法

監査実施年度 平成24年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 平成30年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 平成30年4月20日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第15　耐震化について

指摘及び意見 措置状況（平成２９年度末） 結果欄 部 課 内線等 本編頁

(3)耐震診断の対象について（意見）
　現在の耐震化計画終了後に、規模要件を
満たさない市有建築物について、耐震化す
べき重要なものがないか検討することが望ま
しい。

居室等のある市有建築物は原則耐震化が完了し
ているが、「公共施設等維持管理計画（平成２９
年３月策定）」に伴い今年度構築された公共施設
マネジメントシステムを活用し、確認作業を進め
ている。
今後は、同計画を考慮しながら、耐震化が必要
な施設を抽出するとともに、施設管理者において
建替えや耐震化の必要性について検討を進め
る。

△ 都市防災部 防災対策課 4143 178


